
【令和 8 年度学部新入生向け】 

多子世帯の学生等に対する大学等の授業料・入学金の無償化について 

 

１ 【概要】多子世帯に対する大学等の授業料・入学金の無償化について 

令和 7 年度から開始した「高等教育の修学支援新制度」により、扶養する子どもが３人以上の

世帯（多子世帯）は、授業料 535,800 円、入学金 282,00 円（本学の場合）が無償となります。 

詳細は文部科学省ホームページをご確認ください。 

 

〇文部科学省ホームページ 

 令和７年度からの奨学金制度の改正（多子世帯の大学等の授業料等無償化）に係る FAQ 

https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_gakushi_100001505_2.pdf   

 

 

 

２ 本学における手続きについて 

  この支援を受けるためには、日本学生支援機構への給付奨学金申請及び本学への授業料減免申請

が必要となります。 

  日本学生支援機構への給付奨学金の申請状況によって手続きが異なりますのでご留意ください。 

 

（１）高校在学中に給付奨学金に申し込み、採用候補者として決定されている場合 

給付奨学金申請 

別案内の「日本学生支援機構の大学等奨学生採用候補者に係る進学後の

手続きについて」に記載のとおり、「進学届」の提出が必要です。 

４月１日から４月３日までに学務課窓口にお越しください。 

授業料減免申請 
本学で進学届を確認の上、授業料の減免を行いますので、手続きは不要

です。 

 

（２）上記（１）以外の場合 

・高校在学中に給付奨学金に申請していない 

・採用候補者として決定されていない 

給付奨学金申請 

本学に入学後、給付奨学金に申請する必要があります。 

手続き方法について入学後案内しますので、確認の上、忘れずに申請し

てください。 

授業料減免申請 

本学に対し、授業料減免申請書の提出が必要です。 

別案内の「授業料減免・分納制度について」に記載のとおり、本学ホー

ムページから申請書をダウンロードし、期日までに提出してください。 

 

 

〒060-8556 札幌市中央区南 1 条西 17 丁目 

札幌医科大学事務局学務課学務・学生支援係 
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